
（仮称）越谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（概要）に対するパブリックコメント（意見募集）の結果について 

 

 

１ パブリックコメントの実施概要 

意見募集期間 令和６年１２月２０日（金）から 

令和７年 １年２０日（月）まで 

周知方法 広報こしがや（令和７年１月号） 

越谷市公式ホームページ 

越谷 City メール 

LINE 

X（旧 twitter） 

公表資料の閲覧場所 子ども施策推進課（第二庁舎２階） 

行政資料コーナー（エントランス棟２階） 

各地区センター 

越谷市公式ホームページに掲載 

意見提出方法 上記閲覧場所へ提出（窓口持参又は意見箱や投函） 

郵送、電子メール、ファックス、電子申請 

 

 

２ パブリックコメントの実施結果 

総数 意見件数：２件（提出人数２人） 

提出方法の内訳 窓口持参（子ども施策推進課）  ０件（０人） 

意見箱             １件（１人） 

郵送              ０件（０人） 

電子メール           １件（１人） 

ファックス           ０件（０人） 

意見への対応区分 Ａ：意見を反映する            ０件 

Ｂ：意見、質問として受けるが、反映しない １件 

Ｃ：その他（要望）            １件 

 


